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令和７年高取町議会第１回定例会提案理由説明 

 

 本定例会に上程いたします議案は、発議案件２件、同意案件１件、報告案件１件、議決案件

２１件、合計２５件です。 

 なお、各議案につきましては、後日各委員会で関係課長から詳細を説明いたします。 

 

日程４ 「発第１号 高取町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につ

いて」 

 

・情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６

年法律第４６号）の施行に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の改正に対応するとともに、所要の規定の整備のため、条例の一部を

改正するものです。 

＜議会事務局＞ 

 

日程５ 「発第２号 「再審法（刑事訴訟法の再審規定）」の改正を求める意見

書の提出について」 

 

・地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出するものです。 

 

日程６ 「同第１号 高取町農業委員の任命について」 

 

・農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、高取町農業委員の任命について、

議会の同意を求めるものです。 

 

日程７ 「報第１号 専決処分の報告について（令和７年１月３１日専決）（令

和６年度高取町一般会計補正予算（第７号））」 

 

・地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分について、同条第３項の規定によ

り、議会に報告するとともに、その承認を求めるものです。 
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     歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                        ４３，４３１千円 

   （財源内訳）   

国庫支出金／国庫補助金           ４３，４３１千円 

 

   補正後予算総額                  ４，５３６，３４６千円 

 

 《予算委員会》 

 

・「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、令和６年度住民

税均等割非課税世帯に対し、１世帯当たり３万円、支給対象者の世帯員である１８歳以

下の子ども１人当たり２万円、家計急変世帯に３万円の追加給付を行うため、各費目合

計４２，５７３千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・国の令和７年度予算概算要求に計上されていた「妊婦のための支給給付のためのシステ

ム構築・改修費」について、令和６年度に前倒しして対応されることとなったため、委

託料８５８千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

日程８ 「議第１号 令和６年度高取町一般会計補正予算（第８号）」 

 

  ①歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                   ２０２，５７４千円 

   （財源内訳）   

地方交付税／地方交付税         ４５，０７５千円 

分担金及び負担金／負担金           ４８２千円 

         国庫支出金／国庫負担金          １２，６６０千円 

         国庫支出金／国庫補助金          ２２，９３３千円 

         県支出金／県負担金             ３，０４５千円 

         県支出金／県補助金            ９９，２５５千円 
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         繰入金／繰入金              ９，１２４千円 

         町債／町債               １０，０００千円 

 

  ②繰越明許費 

総務費／総務管理費／公式マスコットキャラクター募集事業 

    １８０，０００円 

   総務費／総務管理費／ごみ袋引換券配布事業 

                         １０，６６７，０００円 

総務費／統計調査費／町道未登記処理事業 

４，５００，０００円 

衛生費／保健衛生費／火葬炉設備１号炉修繕事業 

１，３５３，０００円 

衛生費／清掃費／塵芥収集用２トンダンプトラック購入事業 

７，３９８，０００円 

農林商工費／農業費／ため池防災対策計画事業 

９５，０００，０００円 

土木費／道路橋梁費／町単道路維持補修事業 

２３，５００，０００円 

土木費／都市計画費／下水道会計繰出金 

１６，４４５，０００円 

土木費／都市計画費／都市計画整備事業費 

３０，０００，０００円 

   消防費／消防費／トイレカー購入事業 

９，９１１，０００円 

   教育費／教育総務費／旧高取町立育成幼稚園除去工事 

３３，７００，０００円 

 

合計                                     ２３２，６５４，０００円 

 

  ③地方債の補正 

急傾斜地崩壊対策事業                １，８００千円 

火葬場整備事業                   ３，３００千円 

防災対策事業                    ４，９００千円 

合計                       １０，０００千円 

  

   補正後予算総額                ４，７３８，９２０千円 



- 4 - 

 

《予算委員会》 

 

・一般管理費において、急傾斜地崩壊対策事業の事業計画の確定に伴い、事業費が増加し

たため、負担金、補助及び交付金１，８５０千円を増額補正するものです。 

＜総務課＞ 

 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費において、「国民の安心・安全と持続

的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、地域の実情等に応じた物価高対策の推進を

目的として、町内全戸にごみ袋引換券を配布するため、各費目合計１０，６６７千円を

増額補正するものです。 

＜住民課＞ 

 

・社会福祉総務費において、令和５年度（令和４年度からの繰越分）新型コロナウイルス

感染症セーフティーネット強化交付金について、超過交付されていたことに伴い、償還

金、利子及び割引料２１８千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・重層的支援体制整備事業費において、重層的支援体制整備事業の介護保険特別会計から

一般会計への組み替えを行うため、各費目合計２３，７５０千円を増額補正するもので

す。 

＜福祉課＞ 

 

・老人福祉費において、介護システムの改修を行うとともに、介護予防・日常生活支援総

合サービス費用の増額、令和６年度の介護報酬改定による介護サービス費の上昇及び介

護サービスの全体的な需要が増えたことによる給付費の増加に対応するため、介護保険

特別会計への繰出金８，２５８千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・障害福祉費において、補装具給付申請数の増加、精神障害者医療に係る対象数の増加、

障害福祉サービスの利用者数及び利用量の増加、令和６年４月の報酬改定によるサービ

ス費の上昇に対応するため、扶助費１９，０００千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・児童措置費において、私立保育所・認定こども園運営費、公立保育所・認定こども園運

営費について、国・町基準私立保育所保育料の増加及び人事院勧告による公定価格の増

加に伴い、扶助費８，５５０千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 
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・新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費において、令和５年度新型コロナウイルス

ワクチン接種対策費国庫負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国

庫補助金の精算に伴う返還金として、償還金、利子及び割引料９，５７５千円を増額補

正するものです。 

＜新型コロナワクチン接種対策推進室＞ 

 

・農地費において、ため池防災対策計画事業について令和７年度当初に耐震性調査１４池

を国に対して予算要求していたところ、国の令和６年度補正予算でため池耐震性調査９

５，０００千円が予算措置されたことに伴い、委託料９５，０００千円を増額補正する

ものです。 

＜まちづくり課＞ 

 

・観光費において、「町家の雛めぐり」が令和５年度で終了したことを受け、商工会が中

心となり実行委員会が結成され、新たに令和６年度から「高取城下町家のひな祭り」が

開催されることに対して補助するため、負担金、補助及び交付金２００千円を増額補正

するものです。 

＜まちづくり課＞ 

 

・災害対策費において、国の令和６年度補正予算で新しい地方経済・生活環境創生交付金

が創設されたことに伴い、地域防災緊急整備型として、避難所の生活環境を抜本的に改

善するための取組としてトイレカーを購入するため、備品購入費９，９１１千円を増額

補正するものです。 

＜総務課＞ 

 

・給食センター費において、学校給食特別会計の補正に伴い、繰出金１，８００千円を増

額補正するものです。 

＜教育委員会＞ 

 

・基金費において、令和７年度及び令和８年度における臨時財政対策債の元利償還金の一

部を償還するための基金の積立てに要する経費が普通交付税で財源措置されたことに対

応し、次年度以降の償還に充てる減債基金に積立てを行うため、積立金１３，７９５千

円を増額補正するものです。 

＜総務課＞ 
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日程９ 「議第２号 令和６年度高取町介護保険特別会計補正予算（第２号）」 

 

  ≪保険事業勘定≫ 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                     ８１，３３６千円 

   （財源内訳）  

保険料／介護保険料            ４５９千円 

国庫支出金／国庫負担金       １６，３００千円 

国庫支出金／国庫補助金       △１，４７０千円 

支払基金交付金／支払基金交付金   ２５，７８５千円 

県支出金／県負担金         １４，０８７千円 

県支出金／県補助金         △３，４０５千円 

繰入金／一般会計繰入金        ８，５０９千円 

繰入金／基金繰入金         ２１，０７１千円 

 

   補正後予算総額                １，００１，５４５千円 

 

《予算委員会》 

 

・一般管理費において、介護システム改修を行うため、委託料４６２千円を増額補正する

ものです。 

＜福祉課＞ 

 

・介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費及び高額介護サービス等費において、令

和６年度の介護報酬改定による介護サービス費の上昇及び介護サービスの全体的な需要

が増えたことによる給付費の増加に対応するため、負担金、補助及び交付金９３，５０

０千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・介護予防・生活支援サービス事業費において、介護予防・日常生活支援総合サービス費

用（１号訪問・通所事業）の増加に伴い、負担金、補助及び交付金２，０００千円を増

額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・一般介護予防事業費及び包括的支援事業費において、重層的支援体制整備事業の一般会

計への組み替えを行うため、各費目合計１９，１３０千円を減額補正するものです。 

＜福祉課＞ 
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・一般会計繰出金において、重層的支援体制整備事業の一般会計への組み替えを行うため、

繰出金４，５０４千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

 

  ≪サービス事業勘定≫ 

  歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                          ０千円 

 

   補正後予算総額                    ５，５１６千円 

 

《予算委員会》 

 

・重層的支援体制整備事業を一般会計に組み替え補正するため、一般管理費の各費目合計

５５５千円及び介護予防支援事業費の委託料４，０６５千円を減額補正し、一般会計繰

出金の繰出金４，６２０千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

日程１０ 「議第３号 令和６年度高取町学校給食特別会計補正予算（第１号）」 

 

  補正予算額                       １，８００千円 

   （財源内訳）   

                繰入金／繰入金                         １，８００千円 

 

    補正後予算総額                   ２４，８００千円 

 

《予算委員会》 

 

・学校給食管理費において、給食材料費の高騰に対応するため、原材料費１，８００千円を増

額補正するものです。 

＜教育委員会＞ 
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日程１１ 「議第４号 令和６年度高取町下水道事業会計補正予算（第３号）」 

 

  収益的支出の補正 

     補正予算額                          ０千円 

 

   補正後予算総額                  １６０，８６３千円 

 

《予算委員会》 

 
  ・令和７年６月支給対象職員の変更に伴う職員人件費（賞与引当金、法定福利引当金）が増

額となるため、予備費を１，０００千円減額し、賞与引当金繰入を１，０００千円増額す

るものです。 

＜事業課＞ 

 

日程１２ 「議第５号 令和７年度高取町一般会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和７年度歳入歳出予算総額      ４，４３０，０００千円 

前年度当初歳入歳出予算総額          ４，１１３，５００千円 

増 減                                ３１６，５００千円    ７．６９％   

 

日程１３ 「議第６号 令和７年度高取町国民健康保険特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和７年度歳入歳出予算総額        ８５６，６９５千円 

前年度当初歳入歳出予算総額            ８８７，３９６千円 

増 減                                △３０，７０１千円   △３．４６％   
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日程１４ 「議第７号 令和７年度高取町介護保険特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

（保険事業勘定） 

令和７年度歳入歳出予算総額        ９８５，６９４千円 

前年度当初歳入歳出予算総額            ９０３，８８４千円 

増 減                                 ８１，８１０千円    ９．０５％ 

 

（介護サービス事業勘定） 

令和７年度歳入歳出予算総額          ５，１４３千円 

前年度当初歳入歳出予算総額               ５，５１６千円 

増 減                                   △３７３千円   △６．７６％ 

 

日程１５ 「議第８号 令和７年度高取町学校給食特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和７年度歳入歳出予算総額         ２３，１００千円 

前年度当初歳入歳出予算総額             ２３，０００千円 

増 減                                    １００千円    ０．４３％ 

 

日程１６ 「議第９号 令和７年度高取町後期高齢者医療特別会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

令和７年度歳入歳出予算総額        １５８，３１１千円 

前年度当初歳入歳出予算総額            １５０，０２６千円 

増 減                                  ８，２８５千円    ５．５２％ 

 

日程１７ 「議第１０号 令和７年度高取町下水道事業会計予算」 

 

《予算委員会》 

 

（収益的支出） 

令和７年度歳入歳出予算総額        １７６，３４６千円 
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前年度当初歳入歳出予算総額            １５６，３７４千円 

増 減                                 １９，９７２千円   １２．７７％ 

 

（資本的支出） 

令和７年度歳入歳出予算総額        １６７，６１０千円 

前年当初歳入歳出予算総額             １６７，７０４千円 

増 減                                    △９４千円   △０．０６％ 

 

日程１８ 「議第１１号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、各条例の一部を改正する条例を制定するも

のです。 

【改正条例】 

・高取町議会の個人情報の保護に関する条例 

・高取町個人情報保護法施行条例 

・高取町行政不服審査会条例 

・一般職の職員の給与に関する条例 

・高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 

・高取町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 

 

日程１９ 「議第１２号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性向上並びに行政運営の簡素
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化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年

法律第４６号）の施行に伴い、条例の一部を改正するものです。 

＜総務課＞ 

 

日程２０ 「議第１３号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につい

て」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・令和６年度の人事院勧告に基づき、各条例の一部を改正するものです。 

【改正条例】 

・一般職の職員の給与に関する条例 

・高取町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

・高取町職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

＜総務課＞ 

 

日程２１ 「議第１４号 高取町国民健康保険税条例の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・地方税法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、県

下統一で現行の２２万円から２４万円に改めるため、条例の一部を改正するものです。 

＜税務課＞ 

 

日程２２ 「議第１５号 高取町下水道条例の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・下水道法施行令の一部改正に伴い、公共下水道等からの放流水に含まれる大腸菌群数に
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係る基準を定めているところ、放流水に含まれる大腸菌群数に係る基準について大腸菌

数に係る基準に改正するとともに、県域水道一体化事業により、本町の水道事業が奈良

県広域水道企業団に移管されることに伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改正

するものです。 

＜事業課＞ 

 

日程２３ 「議第１６号 高取町水道事業の設置等に関する条例等の廃止につい

て」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・令和７年４月から奈良県広域水道企業団が業務を開始し、水道事業が町から移管される

ことに伴い、各条例を廃止するものです。 

【廃止する条例】 

・高取町水道事業の設置等に関する条例 

・高取町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

・高取町水道事業の剰余金の処分等に関する条例 

・高取町水道事業給水条例 

・高取町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関す

る条例 

＜事業課＞ 

 

日程２４ 「議第１７号 高取町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部改正について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴い、非常勤消

防団員の処遇改善を図るため、消防団員等公務災害補償等共済基金又は指定法人が市町

村に支払う消防団員退職報償金の勤務年数区分に、新たに「３５年以上」区分を追加す
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るため、条例の一部を改正するものです。 

＜総務課＞ 

 

日程２５ 「議第１８号 高取町消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、最近における

社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等の損害補償基礎額の引き上げを行うため、条例

の一部を改正するものです。 

＜総務課＞ 

日程２６ 「議第１９号 工事請負契約の変更について」 

 

《教育厚生委員会》 

 

・旧育成幼稚園除去工事の際に行ったアスベスト有無の事前調査で、園舎外壁の塗装から

アスベストが検出されたことにより、除去工事を実施する必要があり、令和６年度中の

竣工が困難となり、工期を変更するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

＜教育委員会＞ 

 

日程２７ 「議第２０号 町道路線の変更について」 

 

《総務経済建設委員会》 

 

・道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、町道の路線を変更

することについて、議会の議決を求めるものです。 

＜事業課＞ 
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日程２８ 「議第２１号 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の廃止に関する

協議について」 

 

 《総務経済建設委員会》 

 

・地方自治法第２５２条の６の規定により、奈良県広域水道企業団設立準備協議会を令和 

７年３月３１日付けで廃止することについて、関係地方公共団体と協議するため、同法 

第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

＜事業課＞ 


